
① 土地、水その他の国土資源の利用及び保全（宅地、農地、
森林などの機能の発揮等、水循環を維持・回復、食料、木材
資源、エネルギー等の安定的供給）

② 海域委の利用及び保全（水産資源、エネルギー等の安定的
供給、離島生活の維持）

③ 震災、水害、風害その他の災害の防除及び軽減（被災して
も人命が失われない、社会経済活動への影響を抑制）

④ 都市及び農山漁村の規模及び配置の調整並びに整備（生
活圏の維持、世界的都市間競争に勝つ、地方都市や中山間
地域で生活ｻｰﾋﾞｽ等が維持・確保）

⑤ 産業の適正な配置（国際競争力のある産業の創出・成長、
産業の成長・継続）

⑥ 交通施設、情報通信施設、科学技術に係る研究施設その
他の重要な公共施設の利用、整備及び保全（地域内・地域
間・国際間での交通の確保、情報通信手段を選択、科学技術
の振興・イノベーションの創出）

⑦ 文化、厚生及び観光に関する資源の保護並びに施設の利
用及び整備（文化芸術の継承、国内・訪日旅行の拡大）

⑧ 国土における良好な環境の創出その他環境の保全及び良
好な景観の形成（地球温暖化の防止、生物多様性や自然環
境の保全・再生、良好な景観の形成）

⑨ 横断的事項（誰もがあらゆる場で活躍できる社会）

＜国土構造＞
全国

広域ブロック（広域地方計画を作成する範囲）

＜法定計画事項（目指す価値）＞

今回議論頂く事項

都道府県

市町村

生活エリア（小学校区程度の範囲）

○新たな国土形成計画の策定に当たっての考え方 〇いま、なぜ、新たな国土形成計画が必要か

地域生活圏

人口規模
の大きな
圏域

〇地方で安心して暮らし続ける
ための機能
○地域生活圏の考え方
（１）圏域による対応の必要性
（２）デジタルの活用とリアルとの組み
合わせ

（３）圏域を考えるに当たっての要素
（４）圏域の柔軟な設定
（５）圏域の主体・ステークホルダー

国

●地域生活圏における必要な諸機能ごとの課題と対応の方向性
（１） 日々の日常生活に必要な機能 ：①医療・福祉 ②移動（地域交通等） ③買い物 ④教育（小中学校等）
（２）生活に必要な所得を得るために必要な機能 ：⑤製造業・サービス業（地域産業） ⑥農林水産業 ⑦観光
（３） 日常に潤いを与える文化的な生活に必要な機能 ：⑧自然環境（生物多様性・景観を含む）⑨環境（地域の再生エネルギーの導入）

⑩文化芸術（伝統的・歴史的な祭り、芸能、食文化、景観等） ⑪中心市街地
（４） （１）～（３）の機能を支える要素 ：⑫防災・減災、国土強靱化（地域の防災） ⑬情報通信

●地域生活圏における機能（解決すべき課題）と空間的範囲

≪人々の活動≫

都道
府県

市町村

民間
事業者
・団体

地域
住民

など

（赤字部分） 資料６


